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ヴ
ィ
ク
タ

l
・
パ

l
ロ

『
最
高
の
金
融
帝
国
』

」
ご
の
け
日
可
。
ユ
0

・
う
吉
一
同
苦
』
守
刊
誌
。
H
L
m
h
h
F

町
吉
室
内
F

山田

-vzo司
J

円
。
同
町
、
宮
古
門
i

ロE
t
Q白
mw-
司
戸
寸
日
〕

ω「
⑦
吋

ω・

戸

市

W

白叶

金

国

主主

喜

進
歩
的
な
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
。
(
ロ
は
、
既
に
邦
訳
ア
メ
リ
カ
帝

国
主
義
(
掘
江
山
男
訳
)
、
所
得
平
命
(
駒
津
栄
訳
)
に
よ
っ
て
日
本
の

学
界
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
』
号
、

R
E
」「三時

3
t個
室
(
呂
町
同
)

P
Sぬ
N
E札
口
。
目
白
雪
国
国
」
O
E
s
a
号
(
呂
田
ω一
一
『
吉
宗
恥
川
、
三
誌

h
E
N
F
耳
s

h
h
コZ
N
N
a
z
Q
回目印)叶~町内」「
3

2
喜

同
E
a
R
H
8
3
(
ド
由
包
)
等
一
連
の

ア
メ
り
カ
帝
国
主
義
研
究
に
続
き
、
か
ね
て
か
ら
そ
の
山
版
が
予
告
さ
れ

て
い
た
総
括
的
大
著
寸
宵
開
白
百
円
ゆ
え
目
前
F
E
Eロ
2
を
昨
年
末
公

刊
し
、
百
々
の
理
論
的
期
待
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
即
ち
第
-
次
大
戦
後

ヴ
ィ
ク
タ
!
・
パ

l
ロ
「
回
収
高
白
金
融
帝
国
」

の
相
対
的
安
定
と
そ
の
一
時
的
ブ
l
ム
の
中
か
ら
「
永
久
繁
栄
諭
」
、
「
組

織
さ
れ
た
資
本
主
義
諭
」
、
「
ア
メ
り
カ
資
本
主
義
の
例
外
性
」
理
論
等
の

弁
護
論
が
生
れ
た
よ
う
に
(
そ
の
大
抵
は
大
恐
慌
に
よ
っ
て
理
論
的
実
践

的
に
破
産
し
た
)
、
第
二
次
大
物
後
五
五

i
l七
年
の
一
時
的
フ
l
ム
(
現

在
は
既
に
ヨ
ロ
メ
キ
を
示
し
て
い
る
)
町
中
か
ら
生
れ
た
多
く
の
帝
国
主

義
の
升
謹
一
前
官
、
バ
ロ
は
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
数
?
「
万
労
働
者
を
隠
川

L
、
産
出
の
半
分
以
上
を
生
院
す

ハ
プ
リ
ザ
ク

る
大
会
社
は
、
独
」
山
「
口
い
で
は
な
〈
て
〔
什
什
)
公
衆
が
所
有
L
て
い
る
公
共

ロ
!
』
ポ
罰
ν
!
Aイ巧ヨ

会
刊
剖
也
で
あ
る
」
片
、
「
そ
れ
は
利
潤
の
為
に
で
は
な
く
て
、
消
費
者
へ
の

サ

1
ヴ
イ
ス
の
為
に
経
営
さ
れ
て
い
る
」
と
か
「
-
ヱ
一
ユ

l
ヨ
l
グ
銀
行

は
無
制
限
巴
樵
+
方
ん
¢
頂
点
で
は
な
く
て
、
預
金
者
と
国
家
的
金
融
政
策
の

2
2
F
2
0
タ
ロ
ワ

控
え
目
な
金
融
的
代
理
人
で
あ
る
」
、
「
億
万
長
者
達
は
も
は
や
経
済
的
王

4
ヤ
ワ
九
十

党
派
で
は
な
く
て
、
慈
善
家
、
産
業
。
政
治
家
に
変
っ
た
。
」
と
か
、
「
政

府
は
ビ
ジ
ネ
ス
に
敵
対
的
で
あ
り
、
そ
の
統
制
は
あ
ら
ゆ
る
悪
弊

r対
す

る
保
障
で
あ
る
」

k
い
っ
た
理
論
か
ら
「
現
代
は
も
は
や
資
本
主
義
で

ぜ}ー

は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
み
に
回
右
な
制
度
民
衆
が
大
会
社
を
所
有
し
、

貧
困
が
廃
止
さ
れ
、
金
持
は
税
金
に
よ
り
大
衆
の
水
準
ま
で
平
準
化
さ
れ

て
い
る
人
民
資
本
主
義
で
あ
る
」
に
至
る
ま
で
広
く
流
布
さ
れ
た
弁

護
論
を
、
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
て
反
駁
し
、
「
構
造
変
化
に
マ
ル
ク

ス
主
義
の
立
場
か
ら
の
体
系
的
位
置
づ
け
を
与
え
た
の
で
あ
る
@

パ
ロ
は
前
著
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
」
で
は
対
外
拡
張
と
侵
略
の
体

第
八
十
二
巻

七
.11. 

第
一
号

七
主



ヴ
ィ
ク
タ
l

円

l
ロ
「
最
前
白
金
融
帝
国
」

制
、
戦
争
の
危
険
の
主
要
源
泉
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
主
義
乞
、

主
と
し
て
国
際
的
側
面
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
帝
国
主

義
の
国
内
構
造
主
そ
の
機
能
に
分
析
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
カ
ル

テ
ル
、
価
格
協
定
等
の
方
策
は
「
多
〈
の
本
で
よ
く
論
述
さ
れ
て
い
る
」

の
で
詳
細
に
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
最
も
決
定
的
で
あ
り
な
が
ら
最
も
複

雑
且
つ
あ
い
ま
い
な
経
済
集
中
の
側
回
、
銀
行
独
占
と
工
業
独
占
と
の
結

合
、
最
大
工
業
コ

γ
パ
イ
ン
の
上
に
準
え
た
つ
可

lk叶
で
あ
る
金
融

資
本
に
分
析
が
集
中
さ
れ
亡
、
過
去
の
研
究
の
空
白
が
埋
め
ら
れ
て
い

る。

× 

X 

× 

本
書
の
構
成
は
、
日
次
の
示
す
如
〈
三
部
十
七
月
に
分
れ
て
い
る
。

第

一

部

構

造

第

一

章

序

説

第
二
片
い
ウ
ォ
ル
街
の
支
配

第
三
持
会
剖
の
所
布
と
支
配

第

四

章

蜘

峠

の

巣

第
五
章
会
社
支
配
の
百
細

第
六
章
金
融
的
結
婚

泊

二

郎

帝

凶

第
八
景
モ
ル
ガ
ン
権
力
の
衰
退

第
九
章
ロ
ッ
グ
プ
エ
ラ
!
の
勃
興

第
八
十
二
巻

第

号

七
/、h

七
ノ、

第
十
章
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
テ
ィ
主
小
ニ
ュ

l
ヨ
グ
グ
ル
ー
プ

第
十
品
市
デ
ュ
ポ
ン
、
メ
ロ
ン
と
ビ
ー
コ
ン
ヒ
ル

第
十
二
章
中
西
部
グ
ル
ー
プ

第
十
三
寧
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
の
銀
行
家
と
爆
撃
機
メ
カ
l

第
十
四
章
テ
キ
サ
ス
百
万
長
者

第

三

一

部

政

治

第
十
五
章
同
家
主
の
大
合
同

第
十
六
章
ワ
シ
ン
ト

γ
有
限
責
任
会
社

第
十
七
草
海
州
の
ウ
ォ
ル
街
と
外
交
政
筑

付

録

× 

× 

× 

次
に
内
容
に
つ
い
て
み
よ
う
。

第
一
部
「
構
造
」
で
は
金
融
之
工
業
の
関
係
、
会
社
支
配
の
性
格
と
果

実
、
権
々
の
網
に
お
け
る
金
融
隊
関
の
種
々
の
機
能
、
巨
人
相
互
間
の
支

配
の
為
の
闘
争
、
影
響
力
の
変
化
等
白
諸
問
題
が
取
扱
わ
れ
る
。

パ
ロ
は
序
説
で
全
栴
造
を
概
説
し
た
後
、
第
二
章
「
ウ
オ
ー
ル
街
の

土
記
」
で
産
業
、
A
V
融
で
の
独
占
の
支
配
が
強
化
し
た
事
官
実
証
す
る
。

即
ち
第
一
一
次
大
戦
後
、
引
に
一
九
五
一
年
に
始
ま
る
大
令
同
運
動
の
結

米
、
一
九
二

O
年
に
は
最
大
二
百
訓
A
M
融
会
社
が
全
会
社
利
潤
の
窃
九
日
誌

を
得
た
が
、
一
九
二
九
年
に
は
お
同
事
、
五
五
年
に
は
司
君
併
を
集
中

し
、
販
売
一
一
品
に
お
い
て
も
三
沢
年
に
勾
寸
%
、
五

O
年
に
ち
日
誌
、
主
五



主
ー
に
は
九
百
明
容
を
集
中
し
て
い
る
。
(
町
日
v
-
N
H
J
N
N
)

ハ
l
ロ
は
「

ω産
業
に
お
け
る
銀
行
家
の
発
言
権
は
大
し
た
も
の
で
な

〈
な
勺
て
い
る
。

ω工
業
会
社
が
非
常
に
強
力
に
な
っ
た
の
で
、
彼
ら
は

も
は
や
資
金
を
銀
行
に
依
存
し
な
い
し
、
支

M
M

経
営
者
μ

の
新
グ
ル
ー
プ

に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
っ
た
堤
弘
世
論
を
詳
細
に
反
抗
す
る
。

例
え
ば
凶
九
年
。
同
富
八
九
八

O
億
弗
の
内
会
融
機
関
が
四
三
二

O
億

弗
を
所
有
し
、
又
二

O
年
に
は
金
融
機
関
前
全
証
巻
の
お
示
、
二
九
年
に

は
同
町
求
を
所
有
し
た
の
に
対
し
、
四
九
年
に
は
日
求
を
所
有
し
て
い
る

守
・
ピ
〉
の
で
あ
っ
て
、
金
融
機
関
の
比
重
は
増
大
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
金
融
機
関
弱
化
の
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
会
社
の
自
己
金
両
の

明
大
は
、
生
産
龍
力
白
拡
大
が
殆
ん
と
起
ら
ず
、
他
方
設
備
更
新
の
為
の

語
大
な
内
部
資
金
町
一
蓄
積
が
あ
っ
た
三

O
牛
代
の
特
殊
性
で
あ
っ
て
、
戦

後
ブ
l
ム
期
に
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
ー
と
能
力
の
拡
大
の
為
に
、
普
通
考
え

ら
れ
て
い
る
以
上
に
外
部
金
融
に
依
存
し
、
特
に
払
張
の
場
合
に
は
こ
の

依
存
は
決
定
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

即
ち
政
府
統
計
に
よ
る
と
、
四
九

l
五
六
年
の
十
一
年
間
に
粗
資
本
支

凶
の

E
唱
が
が
留
保
利
潤
1r
減
価
償
却
準
備
金
、
包
容
が
外
部
資
金
で
あ

る
が
、
粗
支
出
の
半
分
が
更
新
の
為
で
、
こ
れ
は
自
己
金
融
に
よ
り
賄
わ
れ

て
い
る
が
、
拡
張
分
に
つ
い
て
は
外
部
金
融
が
芯
容
と
い
う
決
定
的
部
分

を
占
め
て
い
る
。
(
町

'
S
)

最
大
産
業
で
あ
る
自
動
車
産
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
激
し
い
競
争
に
耐

え
る
為
に
は
巨
大
な
資
木
投
資
や
販
売
金
融
会
社
の
設
立
が
不
可
欠
で
あ

ヴ
ィ
グ
タ
I

バ

l

ロ
「
最
高
白
金
融
帝
国
」

り
、
こ
の
為
特
に
五
三
年
以
来
銀
行
資
本
の
決
定
的
役
割
は
増
大
L
て
い

る。
五
六
年
初
め
こ
れ
ま
で
銀
行
家
か
ら
の
独
立
を
誇
っ
て
い
た
フ
ォ
ー
ド

社
が
ウ
ォ
ル
街
の
シ
ン
ジ
ケ
}
を
通
し
て
千
万
株
を
売
却
し
十
事
、

販
売
融
資
計
画
を
持
た
な
か
っ
た
ク
ラ
イ
ス
ラ
が
競
争
戦
で
大
打
撃
を

う
け
た
事
、

G

M

が
三
億
弗
を
、
そ
の
子
会
制
G

M

・
A
-
C
が
三

O
億
弗
以
上
を
銀
行
か
ら
借
り
て
い
る
事
尖
は
こ
れ
ら
を
確
一
刊
す
る
。

ウ
オ
ル
街
の
金
融
支
配
消
滅
説

3
4
0
0
N可
沼
田
島
正
記
H

国富一定

E

Y
E
-
-
m
H
)
に
反
対
し
、
ニ
ュ

l
ヨ
グ
の
金
融
的
刈
量
は
依
然
と
し

て
抜
群
で
あ
る
事
を
示
L
て
い
る
。
即
ち
金
融
活
動
の
最
も
重
要
な
尺
度

で
あ
る
銀
行
手
形
交
換
は
五
五
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
五
億
三
千
一
百
万

弗
で
第
二
位
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
九
倍
、
第
三
位
以
下
二
十
都
市
合

計
を
超
え
て
お
り
、
又
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
全
銀
行
預
金
は
一
四

i
二
九
年

の
包
誌
に
対
し
、
主

0
年
代
初
期
に
出
%
で
あ
り
、
ハ
己
れ
は
多
φ
、とも

人
口
分
布
に
従
う

M
H

小
売
M
M

銀
行
の
発
展
忙
」
る
低
下
で
あ
る
。
)
他
方

金
融
力
の
決
定
的
要
因
で
あ
る

M
M

卸
売
U

銀
行
、
ピ
ジ
不
ス
貸
付
に
お
い

て
は
三
九
年
に
全
国
の
お
・
日
示
、
五
三
年
に

E
'
H
Sと
増
大
し
、
ニ
ュ

l

z

ク
八
大
銀
行
は
資
産
一
億
弗
以
上
の
巨
大
会
社
に
対
す
る
貸
付
合
計

の
半
分
を
も
つ
の
で
あ
る
。

(
8・
巴

1ω
同)

国
際
銀
行
業
務
、
全
証
巻
発
行
、
株
式
取
引
、
生
命
保
険
の
貸
付
、
信

託
等
に
お
い
て
ウ
ォ

l
ル
街

l
ニ
ュ
ヨ
ー
ク
の
支
配
は
ゆ
る
が
な
い
e

(
官
官

ω
h
H
i
l
l
u印
)

第
八
十
二
巻

士二

七

第
一
ロ
ヴ

七
〕



グ
ィ
ク
タ
l

・
川
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

第
三
草
「
会
社
の
所
有
と
支
配
」
に
お
い
て
彼
は
数
育
万
小
株
主
の
会

社
M
M

民
主
主
義
M

M

(

人
民
資
本
主
義
)
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
を
批
判
す
る
。
ル

ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
既
に
ご
九
二
九
年
に
人
口
の
ぞ
呂
志
が
伺
人
所
有

の
配
当
の
立
求
を
受
取
っ
た
。
」
と
述
ベ
て
い
る
が
、
五
五
年
に
全
賃
銀
収

得
者
の
可
訴
は
株
を
持
た
ず
、
労
働
者
株
主
が
一
年
に
受
取
る
配
当
は
平

均
し
て
約
二
日
分
の
賃
銀
に
等
し
い
。

T
N
E
C
研
究
に
よ
れ
ば
、
平
均

し
て
二
十
の
大
株
主
が
お
示
、
九
八

O
人
の
株
主
が
5
4
F
、
一
二
万
四
千
の
小

株
主
が
包
志
向
株
を
所
有
し
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
日
巴
訴
の
大
所

有
者
が
会
社
の
業
務
に
お
い
て
支
配
的
発
言
権
を
及
ぼ
じ
う
る
。
〈
司

ω
∞

1
8
)
そ
し
て
重
役
陣
も
実
際
に
は
支
配
株
主
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
で

あ
る
。ハ

l
p
は
重
役
を
一
一
一
つ
の
型
に
分
類
す
る
。

第
一
は
大
株
主
代
表
で
あ
る
。
〔
例
は
第
二
位
の
製
紙
会
社
口

2
項
目

N
o
-
H
O】「ず

m
n
F
口。同匂〕

錦
ニ
は
利
益
代
表
と
し
て
の
大
株
主
の
被
使
川
人
が
重
役
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
〔
典
型
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
系
石
油
会
社
〕

第
三
は
支
配
株
主
の
経
営
す
る
、
或
は
金
融
的
利
害
を
も
っ
銀
行
を
代

表
す
る
型
で
あ
り
、
パ
こ
の
例
は
口
出
。
田
口
R
E且
m
w
h
r

門
司
宮
固
と

出
自
。
4
司
国
間
同
町
(
ユ
ニ
オ
ン
・
カ

1
ハ
イ
ド
の
最
大
株
主
)
の
重
役
交

換
に
み
ら
れ
る
。
〕
こ
れ
は
会
社
支
配
に
お
け
る
最
も
重
要
な
型
で
あ
る
。

常
国
の
中
心
で
あ
る
巨
大
銀
行
は
二
つ
の

h
法
で
支
配
を
及
ぼ
す
。
即

ち
第
一
の
方
法
は
銀
行
の
金
融
的
資
源
の
利
用
で
あ
る
。
金
融
を
与
え
る

第
人
十
二
巻

第
一
号

七
ノーに

七

ノ一、

銀
行
は
重
役
を
送
り
、
主
安
政
政
に
拒
否
権
を
も
ち
、
関
連
会
社
、
鉄
道

に
材
料
を
注
文
さ
せ
、
輸
送
さ
せ
る
。
実
際
上
支
配
グ
ル
プ
に
参
加
し
、

会
社
業
務
に
大
き
な
、
時
に
は
絶
対
的
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
白
方
法
は
大
銀
行
に
よ
る
支
配
株
の
所
有
で
あ
る
。
(
こ
れ
は
屡

々
過
少
許
価
さ
れ

γ
い
る
)

ゴ
ル
ド
ス
ミ
ス
は
会
社
株
に
お
け
る
金
融
機
関
の
比
重
は
一
九

0
0

年
の
戸
∞
%
、
二
九
年
の
に
日
%
か
ら
四
九
牛
の
民
自
%
に
増
大
し
た
と

推
定
し
た
が
、
ハ

I
P
は
五
四
年
現
在
で

1
3
と
推
定
L
て
い
る
。

大
銀
行
は
保
険
会
社
、
投
資
信
託
、
仲
買
業
者
等
系
列
金
融
機
関
の
株

式
所
有
を
も
統
制
L
て
い
る
。

支
配
の
二
方
法
ぽ
結
合
さ
れ
て
い
る
が
、
「
指
詩
的
銀
行
家
の
権
力
の

木
質
は
大
銀
行
の
支
配
株
の
所
有
で
あ
る
。
」

Q
白
)

バ

1
ロ
は
久
イ
ー
ジ
ー
を
引
用
し
つ
つ
窃
当
日
N
〕
〉
担
芯
吋
言
。
弓
久

町
h
Y
E
R札
口
号
、
同
与
さ
室
内
百
》
凶
弓

l
∞
邦
訳
三
六
四
五
頁
)
、
パ
ー

ル
や
パ

l
ナ
ム
の
「
経
営
者
が
大
会
社
を
支
配
し
て
い
る
。
彼
ら
は
社
会

の
新
し
い
明
確
な
階
級
で
あ
る
。
ス
回
耳
目
。
自
色
宮

E
ロ
♂
『
宮
出
向
民
有
沼

町
。
、
宮
高
雪
量
吉
弘

T
E
Q芯
す
も
司

7
H
m自
呂
田
口

E
E
F
U
-
v
m

足
皇
内
川
官
、
E
N
同
君
。
目
見
NSN
・
参
胞
)
主
す
る
N
経
常
者
平
命
u
諭
を
反

駁
す
る
@

大
会
社
の
支
配
k
所
有
の
分
離
に
つ
い
て
い
え
ば
、
(
株
式
)
所
有
者

の
大
多
数
が
少
数
の
ハ
大
株
)
所
有
者
の
為
に
支
配
を
奪
わ
わ
る
事
で
あ

り
、
叉
金
融
帝
国
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
支
配
者
は
大
投
資
を
取
扱
う
戦



略
的
余
融
機
関
や
家
族
持
株
会
社
に
彼
ら
の
個
人
的
経
済
活
動
を
集
中

品
Y

ラ
リ
ー
ド
マ
ネ
ク
ヤ
T

し
、
産
業
会
社
の
業
務
の
日
々
の
監
督
が
雇
わ
れ
重
役
に
委
さ
れ
る
の
で

あ
る
。彼

ら
が
堰
わ
れ
る
の
は
支
配
株
主
の
政
策
に
従
う
限
り
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
。
(
例
え
ば
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
で
は

ρ
内
部
M
M

重
役
が
圧

倒
的
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
均
て
ス
タ
ン
ダ
l

y
石
油
に
対
す
る
ロ
ァ

ク
ア
エ
ラ
ー
の
支
配
を
否
定
し
、

M
M

経
営
者
支
配
μ

と
す
る
人
は
い
な
レ

だ
ろ
う
臼
現
に
ロ
ッ
グ
フ
エ
ラ
!
の
指
示
に
反
抗
し
た
ス
タ
γ
グ
i
ド
石

油
(
イ
ン
デ
イ
ア
ナ
)
の
社
長
。
末
路
が
示
す
所
で
あ
る
ロ
)

パ
ー
ル
は
三

O
年
に
大
会
社
の
主
誌
が
「
経
営
者
支
配
で
あ
る
。
」

出

E
o
白
血
冨

Z
E
Lも
2
F
旬

。

φ

と
考
え
て
い
る
が
、
尖
は
こ
れ

は
一
又
配
七
ン
タ
が
現
実
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
で
は
な
く
て
、
彼
ら

が
こ
の
発
見
に
失
敗
し
た
と
い
う
事
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
パ
ー
ル
が
経
営

者
支
配
と
み
な
し
た
包
社
の
内
、

T
N
E
C
調
斉
が
民
社
、
全
国
資
融
委

員
会
が
口
社
の
支
配
セ
ン
タ
ー
を
発
見
し
、
本
書
が
残
る
H
C
社
の
内
寸
社

に
つ
い
て
支
配
セ
ン
タ
ー
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
守
口
・
詰
1
邑
)

参
考
の
為
に
最
大
十
非
金
融
会
社
の
H
内
部
H

重
役
と
H
N
川部
μ
軍
役

の
対
比
(
一
九
五
五
年
現
在
)
を
示
そ
う
。

戸
戸
は
前
著

LFno言
尽
き
宮
内
村
富
(
邦
訳
所
得
革
命
〉
の
研
究
に
依

拠
し
て
、
人
円
D
最
高
一
%
が
四
八
年
に
税
申
告
一
九

O
億
の
余
計
に
一

六
O
億
の
所
得
を
得
た
と
推
定
し
て
い
る
。

(
?
E
U

〔
グ
ズ
ネ
ッ
ツ
は

税
申
告
の
み
に
基
い
て
高
額
所
得
者
の
相
対
的
所
得
が
下
落
L
、
低
額
所

ヴ
ィ
ク
タ
l
-
A
l
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

十大会社の重役の構成

会 社 名 !外部重役|日平i
Amcrican Tclcphone & Tcleg田 ph I 18 2!  

Standard on Co. (NJ.) 0 16 

General Motors ωrp. 20 13 

U. S. Steel Corp. 13 5 

Pennsylvania Rail Road 14 4 

New York Ceutrl Rail Road 14 

Socony-Mobile Oil Co. 2 10 

Standard Oil Co. (Ind.) 3 13 

Southern Paciftc Rail Road 14 2 

Gulf 0 il Corp. 6 3 

(本害「第2表 p目 51.) 

得
者
の
所
得
が
増
加
し
て
「
所
得
革
命
」
が
起
勺
た
と
主
張
し
、
ハ
印

何
回
N

ロ
Z
P

日
何
百
円
由
民
口
耳
目
同
日
2
目
σ
日円。ロ
U
E
E
n
oロゆ
mw
凶
品

印
ω
ヨ
ロ
開
ω
〕
人
民
資
本
主
義
論
の
一
つ
の
論
拠
を
提
供
。
〕
と
の
会
社
簿

記
に
も
税
昨
告
に
も
の
っ
て
い
な
い
秘
密
の
「
支
配
利
潤
」
を
え
る
万
一
法

と
し
て
次
の
じ
方
法
を
挙
げ
て
い
る

Q
Q口
明
日
日
3

第
八
十
二
巻

第

号

七
プL

七
)c 



ヴ
ィ
ク
タ
I

パ
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

ω
投
資
な
し
に
H
発
起
人
株
u
ー
と
し
て
大
株
乞
獲
得
す
る
事
。
こ
の

方
法
は
創
立
き
れ
る
会
社
が
以
前
よ
り
も
少
数
な
の
で
重
要
性
は
減
じ
て

い
る
が
‘
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
、
天
然
ガ
ス
の
よ
う
な
新
産
業
で
は
そ
の
志
義
は

大
き
い
。ω

ム
又
配
グ
ル
ブ
の
高
額
の
俸
給
及
び
無
限
の
支
出
勘
定
を
も
っ
特

権
的
職
務
へ
の
任
命
で
あ
る
。
小
会
社
で
は
全
利
潤
の
主
要
部
分
は
こ
の

項
目
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
大
会
社
で
は
相
対
的
に
重
要
度
は
少
い

U

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

F
五
三
年
に
会
社
役
員
の
報
酬
に
八
八
億

弗
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
(
詳
細
は

-
u
q
E
W
L
P
E車
内
田
君
。
官
営

S
邦

訳
「
所
得
革
命
」
参
照
)

ω
全
銀
行
業
務
を
支
配
グ
ル
ー
プ
の
機
関
に
集
中
す
る
事
に
よ
っ

て
、
預
金
利
丁
、
新
証
券
引
受
割
引
、
会
融
顧
問
料
、
信
用
サ
ヴ
ィ
ス

料
、
償
却
基
金
恩
給
基
金
の
支
配
か
ら
の
利
潤
を
取
得
す
る
事
。

川
明
系
列
会
社

r材
料
供
給
品
の
注
文
を
集
中
す
る
事
で
あ
る
。
(
実

例
は
唱
回
目
)

同
開
系
列
会
社
忙
財
貨
、
財
産
を
有
利
な
価
格
で
政
売
す
る
事
で
、
こ

れ
は
石
油
鉱
物
財
産
に
典
型
的
な
方
法
で
あ
る
。
(
実
例
は
下
山
田
)

川
仰
法
律
技
術
会
計
広
告
の
手
数
料
を
系
列
会
社
に
集
中
す
る
事
。

(
実
例
は
甘
目
寸
町
)

同
州
内
部
情
報
。
使
用
で
あ
〉
て
こ
れ
が
最
も
重
要
な
も
O
で
あ
る
。

例
え
ば
会
社
資
産
設
立
予
定
の
土
地
を
予
め
安
く
買
っ
て
お
〈
方
法
、
弱

小
会
社
主
安
く
買
い
こ
の
資
産
hz
高
く
売
る
方
法
、
株
価
を
低
く
し
て
買

第
八
十
二
巻

ノ1
0 

第
一
月

i¥. 
0 

占
め
て
か
ら
増
配
を
発
表
し
、
大
衆
株
主
円
犠
牲
に
お
い
て
儲
け
る
方
法

で
あ
る
。
こ
の
確
実
で
危
険
の
な
い
H
投
機
u
に
よ
っ
亡
、
二
四

I
二
九

ゐ品申剖勿
ν
ト
+
御
守1
芭
hφq
山泊

λ.ゲ
イ

年
の
“
HH《
唄
プ
プ
ル
市
場
υμM

で
の
純
資
本
利
得
は
百
六
六
憶
弗
、
四
一
六
ハ
五
一

年
に
は
一
三
二
百
七
億
弗

(Q也
'
印
毘
田
)
で
あ
つ
て
こ
の
窓
義
は
大
き
い
。

か
く
て
パ

l
ロ
は
何
人
貯
蓄
の
利
子
日
臼
示
、
通
常
株
式
資
本
の
ふ

1
M
M容
に
対
し
、
「
支
配
」
資
本
の
年
収
持
率
を
回
目

g
S
E推
山
止
し
て

い
る
。

(
]
U

印品)

そ
し
て
こ
の
支
配
利
潤
こ
そ
が
会
社
の
所
有
と
支
配
を
急
速
に
増
加
せ

し
め
、
種
々
。
グ
ル
ー
プ
聞
の
会
社
文
配
争
奪
戦
を
激
化
せ
L
め
る
の
で

あ
る
。第

四
章
「
蜘
昧
の
巣
L

で
は
「
生
命
保
険
、
信
託
、
回
際
的
金
融
関
係

の
発
展
に
よ
る
過
去
三
十
年
間
の
金
融
構
造
、
と
形
態
の
最
も
重
要
な
変

化
」
が
論
述
さ
れ
る
。
第
一
に
強
調
す
る
の
は
、
金
融
資
本
は
米
同
の
主

要
会
社
を
堅
固
に
株
式
宝
凶
L
、
更
に
会
社
融
資
を
通
じ
て
圧
倒
的
な
地

位
を
依
然
と
し
て
確
保
し
て
い
る
事
で
あ
る
。

e
E
l
g
)

第
二
に
第
四
表
が
一
目
す
様
に
重
要
性
を
増
大
し
た
信
託
、
生
命
保
険
、

財
団
や
大
学
財
産
等
の
機
能
を
分
析
し
、
「
米
資
本
主
義
の
改
革
」
と
の

解
釈
を
退
け
、
「
同
じ
貨
幣
資
本
家
に
よ
っ
て
月
い
ら
れ
る
種
々
の
機
関

の
相
対
的
重
要
性
の
変
化
」
、
「
金
融
寡
期
制
内
部
で
の
力
関
係
の
変
化
」
、

左
述
べ
て
い
る
。
で
は
主
要
金
融
機
関
の
隣
能
と
そ
の
意
義
を
み
上
う

D

付
尚
業
銀
行
は
経
済
白
科
目
駅
中
心
、
商
業
知
識
の
百
貨
問
、
貨
幣
供

給
の
大
量
の
製
造
業
者
で
あ
る
。



一
比
由

主

一

期

給

一

茂

伊

一

酌

一

|

|

一

一

り

畳

間

一

信

一

日

6

一

7
一広

島

崎

一

社

一

剖

日

↑

剖

↑

P

J

世
間
一
地
建
一
1

1

1

1

1

1

1

1

一表

U

川
崎
拓
け
一

s

一
』
一
制

ょ
F
一

肯

」

昭

一

郎

一

新

F
:
一

一

一

き

r-U
一周比一
l
i
l
-
-

」

一

軒

訓

E
5
一

一

一

一

〔

一

一

日

一

型

一

行

'

社

一

計

一

mw有
一

一

門

家

会

銀

全

財

一

一

機
所
一
の
一
銀
閣
会
行
業
険
盟
会
信
者
株
持
会
一
合
一

融
式
一
一

P

親

保

・

貯

持

ポ

一

一

金

株

一

関

一

業

信

託

買

克

院

資

及

持

一

定

一

↑

一

行

資

命

互

人

団

一

一
機
一
商
銀
信
投
仲
生
火
保
投
相
個
財
法
推
一

商
業
銀
行
は
長
期
信
用
で
は
な
く
寧
ろ
矩
中
期
貸
付
、
運
転
資
本
供
給

に
集
中
し
て
い
る
。
大
銀
行
は
亦
投
機
活
動
、
投
資
銀
行
、
株
式
ブ
ロ
ー

カ
、
引
受
業
務

r金
融
す
る
。
プ
ム
時
、
貨
幣
緊
迫
時
に
は
系
列
大

会
社
は
銀
行
信
用
を
利
用
で
き
る
が
、
小
会
社
は
殆
ん
ど
追
加
信
用
を
待

ら
れ
ず
、
高
い
利
率
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

最
近
り
変
化
は
大
銀
行
が
個
人
預
金
を
集
め
る
為
の
支
席
設
立
競
争
を

し
、
小
消
費
者
信
用
、
住
宅
抵
当
信
用
の
分
野
に
侵
入
し
た
事
で
あ
る
。

彼
ら
は
大
会
社
貸
付
の
臼
品
誌
に
対
L
、
消
費
者
信
用
に
つ
い
て
は
平

均
ロ
京
以
上
の
利
子
を
主
っ
て
い
る
。

B.O 

2.1 

10目3

34.2 

0.6 

3.4 

6.5 

7.3 

0.6 

7.6 

グ
ィ
ク
タ

I
咽
ハ

i
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

銀
行
業
の
集
中
は
著
し
く
、
最
大
二
十
銀
行
は
正
豆
年
末
に
A
T
資
金
六

四
O
億
弗
で
全
国
一
-
四
万
商
業
銀
行
全
資
金
の
包
容
を
集
中
し
、
十
七

大
銀
行
が
製
造
業
鉱
業
会
社
に
対
す
る
全
加
既
銀
行
貸
付
の
m
M
H
訳
、
輸

送
会
社
に
対
L
E
h示
、
一
億
弗
以
上
の
全
会
社
貸
付
目
斗
D
U
誌
を
集
中

し
て
い
る
。

伺
信
託
会
社
、
銀
行
信
託
部
門

最
託
急
速
に
拡
大
し
た
も
の
で
、
銀
行
、
信
託
会
社
に
会
社
や
個
人
資

産
を
信
託
L
、
(
こ
れ
に
よ
り
脱
税
が
容
易
主
な
る
〕
或
は
会
祉
の
退
職

年
金
某
金
(
五
五
年
現
在
で
一
二
五
億
弗
)
が
信
託
さ
れ
る
。
銀
行
は
こ

れ
を
管
理
し
、
信
託
さ
れ
た
私
的
企
業
の
経
営
を
行
い
、
利
潤
の
収
得
以

外
の
所
有
の
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
銀
行
は
こ
り
追
加
的
資

産
を
提
資
す
る
事
に
よ
っ
て
戦
略
的
地
位
で
あ
る
債
権
受
託
者
、
株
式
書

換
代
理
人
、
株
式
続
記
者
の
地
位
を
得
、
支
配
力
を
噌
大
す
る
の
で
あ
る
。

五
四
年
末
に
個
人
信
託
部
門
は
全
株
式
の
約
】
¥
砕
を
所
有
し
て
い
る
が
、

集
中
は
一
層
強
度
で
十
大
信
託
が
米
国
町
経
済
的
王
党
派
二
万
家
族
の
財

産
の
大
部
分
を
集
中
し
て
い
る

u
(
3
2
寸
C
)

伺

投

資

銀

行

家

短
期
運
転
資
本
と
具
た
り
、
ム
業
の
基
本
的
な
資
本
(
固
定
資
本
)
を

供
給
す
る
彼
ら
は
、
株
式
債
券
の
販
売
、
合
同
の
成
立
、
生
産
能
力
の
拡

大
に
決
定
的
な
役
割
を
果
す
の
で
歴
史
的
に
金
融
寡
頭
制
の
頂
点
に
位
す

る
。
し
か
し
よ
会
社
形
式
が
少
く
な
り
た
車
、
生
命
保
険
会
社
が
長
期
資

本
動
員
に
大
き
な
役
割
を
果
す
様
に
な
っ
か
為
に
、
相
対
的
役
割
は
減
少

第
八
十
二
巻

第

号

.i¥ 

J、



ヴ
ィ
ク
タ
1
・
A
I
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

L
、
そ
の
役
割
は
決
定
的
で
は
な
く
な
っ
た
u

一
三
!
デ
ィ

l
ル
は
商
業
銀
行
と
投
資
銀
行
の
分
離
、
両
者
の
重
役
交

換
の
禁
止
、
公
益
業
で
の
競
争
入
札
制
等
の
改
革
を
行
っ
た
が
、
金
融
寡

頭
制
の
基
礎
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
形
式
的
改
革
に
終
り
、
却
っ
て
集

中
は
進
ん
で
い
る
。
即
ち
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
l
会
社
、
ハ
ル
ゼ
イ

ス
チ
ュ
ア
l
ト
会
社
(
シ
カ
ゴ
系
〉
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ボ
ス
ト
ン
会
社
(
ロ

ッ
ク
プ
ユ
ラ
1
u
メ
ロ
ン
日
ポ
ス
ト
γ
系
)
、
プ
リ
ス
会
社
(
フ
ア
ー
ス

下
E

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
テ
ィ
銀
行

l
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ヤ
系
〕
の
回
大
投
資

銀
行
が
二
七
上
一
一
一
一
年
の
包
容
に
対
L
、
五

O
l五
五
年
に
は
A
幸
市
務
の

怠
容
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

6
・
戸
)

同
門
生
命
保
険
会
社

最
近
著
し
く
重
要
性
を
増
大
し
た
の
は
生
命
保
険
で
、
個
人
純
貯
蓄
の

半
分
を
集
中
し
、
戦
后
の
会
社
拡
版
長
期
資
金
の
半
分
を
供
掃
し
、
五
五

年
現
在
だ
九
百
円
怯
弗
の
資
産
を
所
有
す
る
。
死
L
率
の
低
下
に
も
拘
わ

ら
ず
増
大
す
る
保
険
料
金
、
イ
ン
フ
レ
、
納
入
遅
帯
唱
の
場
合
の
粗
暴
な

契
約
破
菜
、
右
利
な
税
法
上
の
執
権
が
こ
の
拡
大
の
原
因
で
あ
る
。

生
命
保
険
は
一
九
一

O
一
年
代
に
既
に
独
占
体
の
支
配
す
る
所
と
な
っ
た

が
、
競
争
者
に
よ
っ
て
支
配
が
奪
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
が
相
互
化
u
さ
れ

そ
の
時
の
支
配
が
帽
久
化
さ
れ
て
い
る
ロ
こ
こ
で
も
集
中
は
散
し
く
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
生
命
保
険
(
ロ
ソ
タ
フ
Y

ラ
1
系
)
が
五
五
年
に
資
産
二
ニ

九
億
弗
.
ブ
ル
l
デ
γ
シ
ヤ
ル
(
モ
ル
ガ
ン
系
〉
が
一
三
五
億
弗
、
エ
キ

ィ
タ
プ
ル
(
ロ
ッ
グ
ア
エ
ラ
東
〕
け
か
八
の
品
宜
伸
、
ニ
ー
}
ヨ

l
ク
(
毛

第
人
十
一
巻

ノl

第

子J

ノ、、

ル
が
ン
系
)
が
十
ハ
O
億
弗
を
保
有
し
て
全
体
命
保
険
会
社
資
産
の
半
分
、

t
業
債
所
有
の

2
一3
を
集
中
L
、
二
十
四
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
銀
行
の
全
て

左
重
役
交
換
し
て
い
る
。
(
法
律
で
制
限
さ
れ
て
い
な
い
〉

(
V
E
)

伺
劇
団
と
大
学
基
金

投
資
銀
行
家
の
パ

Y
プ
レ
ザ
ト
に
よ
れ
ば
「
相
続
税
を
宮
司
。
削
減
し
、
会

社
の
支
配
は
慈
善
団
体
の
利
用
に
よ
り
維
持
す
る
方
法
」
と
し
て
特
に
戦

後
発
展
し
た
も
の
で
現
在
百
億
弗
の
資
産
を
も
っ
四
干
の
財
聞
が
あ
る
。

有
名
な
も
の
は
フ
ォ
ー
ド
財
団
、
ロ
ヴ
ク
フ
エ
ラ
1
財
団
、
カ
ネ
ギ

財
団
(
モ
ル
ガ
γ
系
)
で
あ
っ
て
い
ず
れ
も
大
量
の
株
を
持
ち
、
一
族
の

支
配
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
大
学
基
金
、
家
族
持
株
会
社
も
向

棋
の
役
割
を
来
し
て
い
る
。

第
五
章
「
会
社
支
配
の
詳
細
」
で
は
ま
ず
大
株
式
所
有
の
秘
印
有
が
解
明

さ
れ
る
。
重
役
は
株
主
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る
も
の
で
株
式
所
有
者
の
名

前
を
重
役
に
す
る
必
要
は
な
く
、
一
記
録
上
の
一
所
有
者
を
利
用
す
る
。

Guaranty Trust 
の使用する仮空所
有者名

Lynn & Co. 

Kugler & Co. 

Mo1'11y & Co. 

Tegge & Co. 

Garner & Co 

Scott & Co 

Douglass & Co. 

Ince & Co. 

Schmidt & Co. 

Kel1ey & Co. 

Scheu & Co. 

Zink & Co. 

銀
行
は
少
く
と
も
半
ダ
l
ス
の
名
義
人
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ネ
l
ム
を
使

用
す
る
事
に
よ
っ
て
大
株
所
有
を
イ
ン
ベ
イ
す
る
。
(
例
え
ば
ガ
ラ
ン
テ
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イ
ト
ラ
ス
ト
の
場
合
〉
こ
れ

は
大
衆
白
日
を
ゴ
マ
化
す
為
で

あ
り
、
文
金
融
グ
ル
i
フ
の
競

争
の
一
部
で
あ
る
。
(
人
民
資

本
主
義
の
論
拠
崩
政
い
)

こ
の
調
究
の
結
則
前
、
ウ
オ
ー

ル
街
銀
行
は
大
株
主
で
あ
り

(
本
書
第
十
表
匂
@
ト
参

照
)
、
又
大
銀
行
は
大
工
業
と

密
接
な
重
役
交
換
を
し
て
い
る

事
が
判
明
す
る
。

パ
l
ロ
は
ヂ
ヱ
ネ
ラ
ル
・
エ

レ
ク
ト
リ
ヴ
ク
の
場
An
の
モ
ル

ガ
ン

Q
U
田
容
の
株
式
所
右
)

の
会
社
主
岡
、
ヂ
ェ
ネ
ラ
ル
・

プ
ッ
ド
の
場
合
の
共
同
支
配
を

分
析
し
た
後
、
不
均
等
発
展
に

よ
る
株
式
所
有
の
変
化
及
び
こ
、

れ
に
伴
う
会
社
支
配
。
変
化
の

実
例
を
研
究
ず
る
。

第
一
の
場
合
は
ユ
ニ
オ
ン
・
パ
シ
フ
イ
マ
ク
鉄
道
で
、
三
八
年
に
は
ハ

リ
マ
ン

1
ク
1
ン
ロ
ェ
プ
が
株
式
の
ト
一
回
%
、
オ
ラ
ン
ダ
系
が
N
E
4
J
加
、
チ

ヴ
ィ
ク
タ
l

・パ

l

ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

ヱ
1
ス
銀
行

i
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
が
出
品
川
加
、
モ
ル
ガ
ン
が
同
ブ
怖
を

所
有
し
て
い
た
が
、
五
四
年
に
は
モ
ル
ガ
ン
が
回
一
四
%
、
ボ
ス
ト
ン
が
N
ω

%
、
ハ
リ
マ
ン
が
「
∞
%
と
相
対
的
比
重
が
著
し
く
変
化
し
た
。
ハ
リ
マ

ン
日
夕
l
ン
・
ロ
エ
プ
は
も
は
や
主
要
集
団
で
は
な
く
、
他
方
モ
ル
ガ
ン

も
嘗
て
の
鉄
道
ラ
イ
バ
ル
の
支
配
に
挑
戦
す
る
基
礎
は
あ
る
が
、
尚
決
戦

に
は
不
充
分
な
の
で
、
依
然
と
し
て
ハ
リ
マ

γ
が
会
長
で
、
モ
ル
ガ
ン
も

重
役
を
送
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

第
二
の
場
合
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
は
、
株
式
所
有
が
急

激
に
変
化
し
、
五
四
年
の
激
し
い
委
任
状
斗
争
白
後
モ
ル
ガ
ン
が
敗
退

L
、
ロ
ハ
ト
・
ヤ
ン
グ
〔
ク
リ
ず
ラ
ン
ド
系
・
最
軍
司
殺
)
が
勝
利

を
得
た
場
合
だ
あ
る
。

第
三
は
ア
メ
リ
カ
最
大
白
会
社
来
電
信
電
話
会
社
の
場
合
で
、
株
式
所

有
、
金
日
開
力
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
の
結
来
、
一
九
O
七
年
以
来
堅
固
な
ぞ
片

ガ
γ
の
要
塞
で
あ
っ
た
も
の
が
、

A
つ
や
そ
ル
ガ
ン
と
ロ
ヅ
タ
フ
エ
ラ
ー
の

共
同
支
出
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
(
こ
わ
は

F

一品

l
ヨ
l
グ
'
セ
ン
ト

ラ
ル
と
共
に
そ
ル
ガ
ン
の
蒙
っ
た
最
大
の
敗
北
で
あ
っ
た
〉

Q

第
六
章
「
金
融
的
結
婚
」
で
は
、
集
中
が
増
大
す
る
方
策
が
検
討
さ
れ
る
。

五
二
年
に
始
っ
た
第
二
次
合
同
運
動
の
特
徴
は
、

ω金
融
業
、
基
本
産

業
で
集
中
が
進
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
以
前
は
分
散
し
て
い
た
程
工
業
と
商

業
の
分
針
で
も
合
伺
が
進
ん
で
い
る
事
。

ω銀
行
業
で
は
巨
大
銀
行
の
合

同
、
例
え
ば
マ

γ
ハ
ァ
タ

y
銀
行
(
ク

y
・
ロ
エ
プ
系
)
の
チ
ェ

ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
銀
行
(
ロ
γ

タ
フ
z

ラ
!
系
)
に
よ
る
吸
収
。
ハ
新
会

第
八
十
二
巻

第

号

ノ1
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グ
ィ
ク
タ
L

・
4
1
戸
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

社
は
チ
ェ

l
ス
・
マ

Y

ハ
y

タ
ン
銀
行
)
ア
ア
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
銀

行
(
モ
片
ガ
ソ
系
〕
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
テ
ィ
銀
行
に
よ
る
吸
収
。
〈
新

会
社
は
y
ア
ー
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
テ
ィ
銀
行
)

ω
産
業
界
で
は
二
十
年
代
よ
り
合
同
数
は
少
く
、
特
に
巨
大
企
業
白

ム
ロ
併
は
世
い
が
、
医
大
会
社
に
よ
る
戦
略
的
パ
テ
ン
ト
を
持
つ
小
会
社
の

吸
収
が
多
い
。

ヨ
ン
グ
W
A
レ
イ
ト
守
!
?
ヤ

t

川

明

集

塊

的

合

同
u

種
々
の
分
野
に
亘
る
も
の

Q

マ
1
ケ

ヅ

ト

マ

1
9
ヤ
j

ω
市
場
合
向
。
製
造
業
者
が
販
売
先
、
原
料
供
給
者
を
購
入
す

タ
ツ
タ
弐
・
マ
f
歩
ヤ
l

る。

ω税
金
合
同
。
最
五
特
に
顕
著
な
方
訟
で
、
前
年
赤
字
を
出
し
た

他
会
社
主
購
入
し
士
会
社
は
、
将
来
の
利
益
か
ら
そ
の
損
失
を
補
填
す
る

タ
ッ
ク
ス
a
司

!hv
ャ
l

事
が
山
げ
え
る
の
で
、
脱
税
に
役
立
つ
合
同
で
あ
る

a

f
z
;ー

ジ
弐
テ
ム

又
直
接
合
同
以
外
に
独
占
を
強
め
る
方
法
は
、
側
格
指
泊
制
、
排

他
的
契
約
、
共
同
会
社
で
あ
る
。

個
席
指
導
制
は
業
界
の
技
大
会
社
(
鋼
鉄

l
u
-
S
ス
チ
ー
ル
、
石
油

λ

タ
ン
ダ
l
ド
・
オ
イ
ル
・
(
N
J
)
制
l
米
錆
藍
読
会
社
)
、
が

価
格
を
決
定
L
、
他
が
全
て
追
従
す
る
方
法
で
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
ふ
れ

る
事
な
し
に
実
際
上
カ
ル
テ
ル
の
役
割
を
呆
し
て
い
る
。

排
他
的
協
約
は
系
列
会
社
に
原
料
製
品
等
を
長
期
契
約
で
販
売
す
る
も

の
で
、
ガ
ス
電
力
に
み
ら
れ
る
。

共
同
会
剖
は
本
社
の
支
配
は
そ
の
主
主
総
持
し
な
が
ら
戦
略
的
新
産
業

に
二
グ
ル
プ
の
金
融
的
工
業
的
刀
を
結
骨
し
、
小
株
主
な
し
に
、
政
府

機
関
に
詳
細
な
品
川
融
報
告
を
提
出
公
表
す
る
事
な
し
に
、
従
っ
て
最
大
限

第
八
十
一
一
巻

A 
回

第

ノ1
四

の
秘
密
を
保
司
て
経
営
す
る
為
、
脱
税
も
容
易
で
、
支
配
層
は
一
層
大
き

た
支
配
利
潤
を
得
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
議
会
か
ら
攻
撃
さ

れ
ず
、
山
町
T

ろ
政
府
は
こ
れ
を
援
助
し
て
い
る
の
で
、
戦
後
石
油
産
業
、
天

然
ガ
ス
、
人
造
ゴ
ム
、
化
学
定
桑
、
鉄
道
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
で
百
以
上
の
共

同
会
社
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

以
上
第
一
部
で
は
金
融
的
支
配
の
現
代
的
構
造
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

分
析
し
て
あ
る
が
、
第
一
部
の
秀
れ
た
点
は
、

第
一
に
(
経
営
者
革
命
)
(
人
民
資
本
主
義
論
)
等
の
升
護
論
批
判
に

重
点
が
置
か
れ
、
し
か
ホ
充
分
に
成
功
し
で
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

即
ち
会
社
の
自
己
金
融
の
過
大
評
価
の
誤
り
を
事
実
で
も
っ
て
指
摘

し
、
金
融
機
関
に
よ
る
大
株
所
有
を
明
ら
か
に
し
て
株
式
民
主
化
論
に
と

E
め
を
き
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
戦
後
特
に
発
展
し
た
保
険
、
信
託
、
財
団
等
の
発
展
、
捜
資
銀

行
の
比
重
の
相
対
的
弱
仕
を
「
同
じ
貨
幣
資
本
家
に
よ
ョ
て
用
い
ら
れ
る

種
々
の
機
関
り
相
対
的
重
要
性
の
変
化
」
、
と
正
し
く
位
置
づ
け
「
巨
大

銀
行
が
金
融
帝
凶
の
中
骸
で
あ
る
。
」
守
色
・
)
事
を
明
ら
か
に
し
た
点

で
あ
る
。

第
三
一
点
は
、
山
口
ヒ
ル
フ
ァ

l
デ
ィ
ン
グ
は
金
融
資
本
論
に
お
い
て
株
式

会
社
の
理
論
を
研
究
し
、
株
式
会
社
に
お
い
て
銀
行
資
ヰ
が
産
業
資
本
に

対
し
て
も
つ
地
位
町
分
析
か
ら
「
創
業
利
得
」
な
る
概
念
を
明
ら
か
に
し

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
前
進
せ
し
め
た
が
、
バ

1
ロ
は
土
配
株
主
が
得
る

支
配
の
利
潤
」
甲
。
皆
ω
え
の
O
E
S
-
な
る
概
念
を
提
起
す
る
事
に
よ



っ
て
独
占
資
本
の
解
明
に
軍
要
な
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
点
は
集
中
出
動
の
新
し
い
形
態
に
岩
日
し
た
事
で
あ
る
。
即
ち
独

占
体
が
反
ト
ラ
ス
T
法
を
無
効
化
す
る
為
に
月
い
て
成
功
し
て
い
る
荷
方

法
、
価
格
指
導
制
、
排
他
的
契
約
、
共
同
会
社
と
い
っ
た
方
法
を
明
ら
か

に
し
、
更
に
戦
後
の
特
徴
と
し
て
、
国
家
椎
力
を
思
州
し
て
こ
の
ジ
ュ

ド
l
合
同
、
税
金
合
同
、
集
塊
的
合
同
等
を
指
摘
し
た
事
で
あ
る
。

残
念
な
事
は
生
産
過
程
の
分
析
が
全
然
欠
り
て
い
る
事
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
以
上
の
様
な
米
資
本
主
義
白
「
形
態
変
化
」
申
基
礎
と
な
る
の

は
、
第
二
次
大
戦
以
来
の
経
済
軍
事
化
と
生
産
力
の
発
展
、
重
要
な
技
術

的
進
歩
〕
特
に
オ
ト
メ
シ
ョ
ン
、
石
油
化
学
、
原
子
力
、
電
子
工
業

等
)
と
工
業
の
集
中
過
程
、
所
調
産
歩
高
造
の
変
化
で
あ
り
、
こ
の
阿
者

の
関
連
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
叉
米
国
労
働
貴
族
層
の
分
析
が
欠
け
て

い
る
の
も
残
念
で
あ
る
。
レ
一
一
ン
は
英
国
労
働
者
階
級
に
つ
い
て

ω英

国
に
よ
る
全
世
界
の
搾
取
、

ω世
界
市
場
に
於
け
る
独
占
的
地
位
、

ω植

民
地
独
占
白
結
果
、

ω英
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
一
部
の
/
ル
ジ
ョ
ア
化
と

ωプ

ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
一
部

l
労
働
貴
族
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
買
収
が
生

じ
、
こ
れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
詩
的
議
会
的
支
配
形
態
の
経
済
的
基
礎

で
あ
る
事
を
指
摘
し
た
が
、
現
代
米
同
の
労
働
貴
族
の
分
析
な
く
し
て
金

融
寡
頑
制
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
欠
陥
は
あ
る
が
第
一
部
町
分
一
杭
は
企
く
説
得
的
な
秀
れ
た

も
の
で
あ
る
を
い
っ
て
よ
い
。

× 

× 

× 

グ
ィ
ク
タ
l

・

I
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

第
二
部
「
帝
国
」
で
は
、
士
要
A
M
融
帝
国
、
そ
の
規
模
と
特
殊
な
性

格
、
同
盟
主
闘
争
、
彼
ら
の
聞
の
勢
力
の
変
化
と
そ
の
原
因
が
論
じ
ら
れ

て
い
る

M

例
え
ば
本
書
と
戦
前
の
全
国
資
源
委
員
会
の
研
究
(
『
宮
却
さ
角
川
公
主

ミ
』

3
3内
豆
町
内
言
。
一
語
い
る
止
の
相
違
点
は
、
戦
前
八
大
金
融
帝
国
に
ラ

ン
ク
さ
れ
て
い
た
ク
l
ン
・
ロ
エ
プ
と
ボ
ス
ト
ン
グ
ル
ー
プ
が
戦
争
以
来

ノレ

号 fレガ γ 12，550 16，495 36，261 65，306 

ロヴグブエラー 17，303 9，083 35，023 61，4日9

17ア ー ス ト ・ ナ シ
2，682 2，394 8，107 13，183 

ョナルシティ銀行

メ戸ン 8，040 I 252 I 2，208 I 10，500 
グ リ ー ヴ ラ ン ド 5，127 I 5，3日3I 5，154 I 15，664 
γ カゴ 9，564I 2，914 I 9，527 I 22，005 
アメリカ虫記述 fiI 1，218 I 57 I 13，127 I 14，402 

合 計 1 65，8田 :36am116m1218A90|

(本書館17表， p. 128.) 

融|合

八大金融帝国の規模 1955年支配資産ー
(100万開)

プ「管官両三副
第
八
十
一
巻

第

号

ノ1
五

l'、
五



ゲ
ィ
ク
タ
l

・パ

i
ロ
「
最
高
の
金
融
帝
国
」

最
強
グ
ル
メ
に
併
存
さ
れ
て
脱
落
し
、
代
っ
て
ア
メ
り
カ
銀
行
(
カ
リ

フ
オ
ル
ニ
ヤ
〕
と
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
・
シ
テ
ィ
銀
行
が
八
大
帝

国
の
列
に
撞
現
し
た
こ
と
。
三
頭
政
治
の
相
内
で
の
毛
ル
ガ
ソ
の
地
位
の

相
対
的
弱
化
左
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
り
著
し
い
強
化
で
あ
ろ
う
。

参
考
の
為
八
大
帝
国
の
規
模
台
示
し
て
お
こ
う
(
第
卜
七
表
)

Q

第
一
二
部
「
政
治
」
は
戦
争
後
志
散
に
発
展
し
、
恒
久
化
し
た
国
家
独
占

資
本
主
義
の
諸
問
題
、
政
府
と
大
ビ
ジ
ネ
ス
の
関
係
、
政
府
の

M
H

重
役
M

L

と
し
て
の
金
融
的
支
配
者
、
政
策
の
指
導
を
め
ぐ
る
闘
争
、
ア
メ
リ
カ
金

融
帝
国
の
世
界
市
困
へ
白
成
長
と
対
外
政
策
の
諸
問
題
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド

に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
の
宇
部
は
一
九
五
七
年
十
月
二
十
二

十
一
日
付
プ
ラ
ヴ
ダ
に
川

i
ロ
「
ア
メ
り
カ
財
界
、
と
外
交
政
策
」
と
し
て

要
約
さ
れ
て
い
る
(
世
界
政
治
資
料
缶
号
訳
裁
ゾ
の
で
参
照
し
て
就
き
た

い
が
、
ダ
レ
ス
(
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
系
〉
対
九
タ
ッ
セ
ン
(
最
近
辞
職
モ

ル
ガ
シ
系
)
の
対
立
に
表
現
さ
れ
た
戸
ツ
ク
フ
エ
ラ
l

H
メ
ロ
ン
対
モ
ル

ガ
ン
ー
ア
ユ
ポ

γ
の
主
導
権
争
い
の
分
析
は
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
。第

二
郎
、
第
三
部
共
重
要
で
、
特
に
第
二
部
は
秀
れ
た
分
析
で
あ
る
が

祇
数
の
関
係
上
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
本

書
は
戦
後
出
版
さ
れ
た
う
ち
で
最
も
秀
れ
た
米
帝
国
主
義
研
究
で
あ
っ

て
、
米
国
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
に
独
白
研
究
者
必
読
の
い
習
で
あ
る

う。
(
あ
と
が
き
)
尚
本
習
は
同
際
的
に
も
広
く
討
論
の
対
象
と
な
り
、
多

第
八
十
二
巻

ノ1
プミ

錦

亭

ノI
J、

く
の
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
u

例
え
ば
冨
品
。
射
器

U
M
E
E
E凶
回

目
白
書
垣
間
昌
O

詞
員
α
o
司
。
盟
国
自
(
巴
可
目

Z
。日)、
Eqs
コ
蓮
昌
(
呂
町
田

町
。
由
〉
、
』
u-ONSnaN
』

h
S
3
(
O
n『

H
U
日
叶
)
』

S
宅
高
室
町

E
苦
ヨ
再

出
喜
一

N2・
Z
号
n
F

呂
田
等
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
不
充
分
の
点
に

つ
い
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
一
九
五
人
・
二
・
二
一
ニ
)

(
尚
本
邦
で
は
本
稿
脱
稿
後
、
山
本
儀
氏
の
紹
介
(
経
情
評
論
一
九
五
八

年
四
月
号
所
載
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。


